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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動車のワイパ機構(20)の変位伝達用連結装置に属するクランク(26)であって、水平面上
で軸方向に延びる本体(30)を含み、前記連結装置におけるリンク(24)上で回動する第２の
端部(30b)と、ワイパアームに連結され、垂直軸(Ａ)の回りを回動しうるようになってい
る第１の端部(30a)とを有し、かつ前記回動可能なクランク(26)の両端部(30a)(30b)間の
距離が調節可能となっているクランク(26)において、このクランク(26)の本体(30)は、前
記クランク(26)の両端部(30a)(30b)間の距離を調節するために、恒久的に変形しうる少な
くとも１つの軸方向部分(40)を有することを特徴とするクランク(26)。
【請求項２】
前記クランク(26)の本体(30)は、軸方向を向く２つの対向する変形可能な分枝部(44)を区
画するための、全体として軸方向を向く少なくとも１つの長円孔(42)を有することを特徴
とする請求項１記載のクランク(26)。
【請求項３】
前記クランク(26)の両分枝部(44)は、クランク(26)の軸方向を向く中央軸に関して、ほぼ
対称であることを特徴とする請求項１または２記載のクランク(26)。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はクランクに関し、より詳細には、リンクとクランクとを備えるタイプの自動車の
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ワイパ機構の掃引行程を調整することがきるクランクに関する。
【０００２】
　このタイプのワイパ機構におけるクランクは、ほぼ水平な方向に延びる長手の本体を有
する。また、このクランクの本体は、第１の端部において垂直軸の回りを回動し、かつリ
ンク上に位置する第２の端部においても回動するようになっている。さらに、このタイプ
のワイパ機構は、クランクの回動に係る第１の端部と第２の端部との間の距離を加減する
ことによって、掃引行程を調整しうるタイプのものである。
【背景技術】
【０００３】
　上述のような、１つまたは複数のリンクと、１つまたは複数のクランクとを具備する回
動システムは、例えば、モータ（通常は、ギヤボックスと関連づけられている）が、ワイ
パ用ドライブシャフトに固定された少なくとも１つのワイパを交互に掃引するようになっ
ている駆動装置において採用されている。なお、ワイパ用ドライブシャフトは、自動車に
対して回転可能に取り付けられている。
【０００４】
　リンクとクランクとからなるワイパ機構を用いて、モータの出力シャフトの連続的な回
転運動を、各ワイパ用ドライブシャフトを交互に回動させる運動に変換することができる
。
【０００５】
　各ワイパの掃引行程を決定するのは、ワイパ機構の立体構成と動力学、特にクランクの
長さである。ワイパ機構の立体構成を変化させることにより、モータの出力シャフトのた
だ１つの運動から、２つのワイパに、互いに異なる掃引角運動を行わせることができる。
【０００６】
　したがって、ワイパ機構の立体構成、特にスイベルを介して互いに回動するリンクとク
ランクの長さと、ワイパ機構における種々の構成要素の相互位置関係を、正確に制御しう
ることが、特に重要である。
【０００７】
　しかし、ワイパ機構における種々の構成要素の大きさは、各ワイパ機構ごとに不均一な
場合があり、そのため、ワイパの掃引行程が満足しうるものにならないことがある。
【０００８】
　そこで、ワイパ機構におけるクランクの長さを、クランクにおけるスイベルの位置を調
節することによって、「変化」させることが提案されている（特許文献１参照）。
【０００９】
　この目的のため、スイベルは、調節孔となる長円形の孔を介して固定されており、クラ
ンクの長さは、スイベルの固定具の位置によって定まる。この場合、クランクの長さが経
時的に変化するか否かは、取付けシステムの信頼性に関連する。
【００１０】
　この外、クランクにおけるスイベルの位置を、垂直軸の回りで調節しながら移動させう
る中間調節片によって調節することが提案されている（特許文献２または特許文献３参照
）。
【００１１】
　スイベルは、この中間調節片に取り付けられており、クランクは、中間調節片に取り付
けられているが、このとき、スイベルの軸と、中間調節片の垂直軸とは、互いにずれるよ
うにして、位置設定される。スイベルの位置は、中間調節片の角度位置を変化させること
によって調節される。
【００１２】
　しかし、現在までに提案されている種々の連結装置は、製造するのにあまりにも複雑で
あるか、または長円形の孔におけるスイベルの正確な位置を、時間が経過しても変わらな
いように維持することに関しては、信頼性が十分でないことが明らかになっている。
【特許文献１】欧州特許公開第０９０４９９７号明細書
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【特許文献２】米国特許第５６１９８８６号明細書
【特許文献３】米国特許第５０７０５７２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、ワイパ機構に対して経時的に伝達される力や振動に抗して、スイベル
の正確な位置を保つことができる、簡単で、かつ信頼性の高い調整手段を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、上記の目的を実現するために、上述のようなタイプのワイパ機構において、
クランク本体の軸方向部分の長さを加減する調節過程を含む、ワイパ機構の掃引行程を調
整する方法を提供するものである。
【００１５】
　本発明を、次のような特徴を有するものとすることができる。
－調節過程は、クランク本体の軸方向部分の少なくとも一部を恒久的に変形させる過程を
含む。
－調節過程は、クランク本体の回動可能な両端部を軸方向に引き寄せることによって、ク
ランク本体の軸方向部分の長さを短縮する過程を含む。
－調節過程は、ワイパ機構を試験台に取り付ける過程の後に行われる。
【００１６】
　本発明はまた、自動車のワイパ機構の変位伝達用連結装置に属するクランクであって、
水平面上で軸方向に延びる本体を有し、前記連結装置におけるリンク上で回動する第２の
端部と、ワイパアームに連結され、垂直軸の回りを回動しうるようになっている第１の端
部とを有し、かつ前記回動可能なクランクの両端部間の距離が調節可能となっているクラ
ンクにおいて、このクランクの本体は、前記クランクの両端部間の距離を調節するために
、恒久的に変形しうる少なくとも１つの軸方向部分を有することを特徴とするクランクを
提供することも目的としている。
【００１７】
　クランクに関する本発明における他の特徴は、クランクの本体が、軸方向を向く２つの
対向する変形可能な分枝部を区画するための全体として軸方向を向く少なくとも１つの長
円孔を有することである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ワイパ機構に対して経時的に伝達される力や振動に抗して、スイベル
の正確な位置を保つことができる、簡単で、かつ信頼性の優れた調整方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の他の特徴および効果は、添付図面を参照して行う以下の詳細な説明から明らか
になると思う。
【００２０】
　以下においては、本発明を限定する意味ではなく、垂直方向、軸方向、および横断方向
なる語を用いるが、これらの方向は、図２ａにおいて、それぞれ符号Ｖ、Ｌ、およびＴを
用いて示してある。
【００２１】
　以下の説明において、複数の図にまたがる同一または類似の構成要素には、同一の符号
を付してある。
【００２２】
　図１は、２つのワイパブレード22が備え付けられている自動車のフロントガラス（図示
せず）の公知のワイパ機構20を示す。各ワイパブレード22は、ほぼ垂直な軸Ａの回りを回
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動することができる。ワイパ機構20は、リンク24とクランク26とからなる連結装置を備え
ている。リンク24とクランク26は、ワイパブレード22を、ワイパ機構20を駆動する歯車付
きモータ28に連結している。
【００２３】
　図２ａ～図２ｃにも示すように、公知の方法によれば、各クランク26は、水平面上を軸
方向に延びるほぼ平坦な本体30を有する。本体30は、第１の端部30aにおいて、ワイパブ
レード22の垂直な回転軸Ａの回りを回動する。
【００２４】
　本体30は、第２の端部（自由端）30bにおいて、リンク24とクランク26とを連結するス
イベル32を備えている。
【００２５】
　各ワイパブレード22は、ワイパ用ドライブシャフト36の回転軸Ａの回りで、交互に回動
式の掃引運動を行うように、ワイパ用ドライブシャフト36の例えば上端部３４に取り付け
られている。ワイパ用ドライブシャフト36は、ベアリング38（図１参照）によって案内さ
れる。ベアリング38は、ワイパ用ドライブシャフト36の上端部34だけが突出するようにな
っている自動車のボディ（図示せず）の内側において、ワイパが設置されるフロントガラ
スに近接して配置されている。
【００２６】
　図２ａ～図２ｃに示すように、回転軸Ａの回りで、ワイパブレード22に回動式の掃引運
動を行わせるため、ワイパ用ドライブシャフト36は、クランク26の本体30における第１の
端部30aから、上向きに延びている。
【００２７】
　本発明によれば、図２ａに示すように、クランク26の本体30は、ワイパブレード22の掃
引行程αを加減する目的で、クランク26における本体30の２つの端部30aと30bの間の距離
Ｄを調整するために、恒久的に変形させることができる少なくとも１つの軸方向部分40を
有する。
【００２８】
　そのため、本体30の軸方向部分40の中央に、軸方向を向く長円孔42を設けておくのが好
ましい。長円孔42は、本体30において、軸方向に延びる２つの分枝部44,44を区画してい
る。本発明の好ましい実施形態によれば、長円孔42は、２つの分枝部44,44が、クランク2
6の中央の軸に関して対称となるように、その位置と大きさが定められている。
【００２９】
　長円孔42の大きさ、および本体30の軸方向部分40の大きさは、クランク26の本体30にお
ける２つの端部30aと30bの間の距離を調整するために、分枝部44を変形させうるようなも
のとされる。しかし、分枝部44は、ワイパ機構20が作動しているときには、変形してはな
らない。
【００３０】
　本発明はまた、ワイパ機構20における各ワイパブレード22の掃引行程αを調整する方法
を提供するものである。この目的のため、ワイパ機構20は、最初に、各ワイパブレードの
予定されている掃引行程と、実際の掃引行程との差を求めることができる試験台に取り付
けられる。両掃引行程の差を得ることにより、最適な掃引行程αを決定するために、ワイ
パ機構を調整することができる。
【００３１】
　掃引行程の調節過程は、クランク26がワイパ機構20に取り付けられている間に行われる
。このようにすると、クランク26の取外し過程と、これに続くクランク26の再嵌合過程と
を省略することができ、ワイパ機構20の組立てに要する時間を短縮することができる。
【００３２】
　ワイパブレード22の掃引行程αは、連結装置のリンク24およびクランク26の長さ、なら
びに歯車付きモータ28の回転長によって決まる。しかし、一方のクランク26の長さを１回
加減するだけで、一方のワイパブレード22の掃引行程αを、他方のワイパブレード22とは
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独立して変化させることができる。
【００３３】
　ワイパブレード22の掃引行程αは、クランク26の長さに依存する。掃引行程αの変化は
、クランク本体の長さの変化に反比例する。したがって、例えば、短い掃引行程αは、ク
ランク長が長い場合に得られ、反対に、長い掃引行程αは、クランク長が短い場合に得ら
れる。
【００３４】
　したがって、ワイパブレード22の掃引行程αが短すぎるときは、クランク26の本体30に
おける２つの端部30a,30b間の距離が長すぎることを意味する。
【００３５】
　ワイパブレード22の掃引行程αを調整するために、本発明に係る方法は、クランク26の
本体30における軸方向部分40の長さを変化させる過程を含んでいる。
【００３６】
　クランクの本体30における軸方向部分40は、長円孔42が存在するために、変形させるこ
とができる。したがって、ワイパブレード22の掃引行程αの調整は、この軸方向部分40、
すなわち分枝部44を変形させることによって行われる。分枝部44は、クランク26が、以後
も、調整済の正常な作動を維持できるように、恒久的に変形させることができる。
【００３７】
　掃引行程αを長くするには、２つの端部30aと30bの間の距離を短くする。このためには
、図２ｂと図２ｃに示すように、分枝部44を、クランク26の本体30の中央軸に関して、対
称に変形させる。
【００３８】
　この変形は、図２ｂに示すように、２つの分枝部44をくっつけるか、または図２ｃに示
すように、互いに引き離すようにして行う。いずれにしても、この変形は、所望の距離Ｄ
を実現するための変形に適し、かつクランク26の本体30の特性に合致した工具を使って行
う。
【００３９】
　このような工具としては、例えば、クランク26の２つの分枝部44を互いに引き離すかま
たは近づけるように、両分枝部と協働する顎部を備えたクランプがある。また、変形部に
おいて応力集中域を形成することのないように、工具の顎部は、丸い形状を有するのが好
ましい。
【００４０】
　変形は、両分枝部44を変形させるにとどまり、これらの長さを変えるものではない。し
かし、この変形の結果、クランク26の本体30の両端部30a,30bは、互いに軸方向に引き寄
せられる。
【００４１】
　図２ｂに示す本体30の軸方向部分40の変形により、両分枝部44の少なくとも一部を、長
円孔42によって区画される領域の一部を占めるように、互いに引き寄せるものである。ク
ランク26の本体30は、このようにして、容積が減少する前記領域の一部を占有する。しか
し、掃引行程αの長さの調整は、長円孔42によって区画される領域による制約を受ける。
【００４２】
　図２ｃに示す本体30の軸方向部分40の変形により、両分枝部44の少なくとも一部を、横
断方向に引き離すようにする。したがって、両分枝部44は、本体の当初の軸方向における
外縁の位置を越えて、横断方向に延出される。掃引行程αの調整しうる長さは、上述の両
分枝部44を引き寄せる方法によるよりも長くなる。この方法による掃引行程の調整は、長
円孔42の長さによる制約を受ける。
【００４３】
　本発明の変形例として、上述の方法を応用することによって、クランク本体の長さを長
くすることができる。このためには、最初の状態、すなわち、変形前の状態において、ク
ランク26を、図２ｃに示すように、両分枝部44の一部が互いに引き離された形状としてお
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【００４４】
　クランク26の本体30の長さを長くし、ワイパブレード22の掃引行程αを短くするには、
上記の方法の応用として、両分枝部44をまっすぐにする。本体30の長さが最大になるのは
、両分枝部44が、図２ａに示すように、矩形となるときである。
【００４５】
　上述の応用例において、クランク26が最初の状態にあるとき、両分枝部44は、最大可能
な程度にまで引き離されているわけではない。したがって、両者をさらに引き離して、ク
ランク26の本体30の長さを短くすることもできる。
【００４６】
　図示していない変形例として、両分枝部44の変形を、同じ曲率をもつ２つの分枝部44が
、互いに平行になるようにしてもよい。
【００４７】
　クランク26の本体30における２つの端部30a,30bが軸方向に引き寄せられることによる
効果は、掃引行程αの加減が、行程の二等分線に関して、対称に行われることである。こ
れにより、ワイパ用ドライブシャフト36に対するワイパアームの角度位置の調整を、掃引
行程αの調整と独立して行うことができる。すなわち、両調節過程は、他の過程で行われ
た調整を修正することなく行うことができる。
【００４８】
　上述の掃引行程の調節過程によれば、ワイパ機構20の何らかの要素を取外して、これを
再び装填する必要がなく、各ワイパアームの掃引行程αを即座に調整できるようになる。
また、本発明によれば、ワイパ機構の要素を再装填する際に生じる２つの要素間の相対的
な位置の変化を調整する手間を省くことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】リンクとクランクを駆動させ、かつ変位を伝達するための連結装置を備える公知
のワイパ機構の模式的な斜視図である。
【図２ａ】本発明に係るワイパ機構における、本発明の方法によって掃引行程を調整する
前のクランクの拡大斜視図である。
【図２ｂ】本発明の第１の実施形態に係る、掃引角度を調整するために変形させた後のク
ランクを示す、図２ａに類似する拡大斜視図である。
【図２ｃ】本発明の第２の実施形態に係る、掃引角度を調整するために変形させた後のク
ランクを示す、図２ａに類似する拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
20　ワイパ機構
22　ワイパブレード
24　リンク
26　クランク
28　モータ
30　クランクの本体
30a　第１の端部
30b　第２の端部
32　スイベル
36　ワイパ用ドライブシャフト
38　ベアリング
40　軸方向部分
42　長円孔
44　分枝部
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【図２ｂ】 【図２ｃ】
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